
アピール

　日本国憲法は、日本国民とアジアの人びとにおびただしい惨禍と犠牲を強いた侵略戦争への痛苦の教訓にたって主権在民・恒久平和・基本的人権など、民主政治の柱となる原則を定めています。とりわけ武力行使の永久放棄や戦力不保持を明記する９条は世界に誇るべき平和の原則です。

　しかしいま、９条を変質させ、日本を再び戦争する国にしようとする動きが強まってきています。

　もしそのようになれば、日本はアメリカが起こす武力攻撃に、一切の歯止めもなく参戦することになり、アジアと世界の平和と安定にとって大きな緊張の原因になることは明らかです。

　いま日本がなすべきことは、先駆的な憲法の平和原則を日本と世界の平和な未来のために役立てることです。

　以上のことから、日本を「戦争をする国」にさせないために、憲法９条を守ることを強く求めるものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなまた九条の会

アピールへの賛同署名

	お名前
	ご住所

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　

	　
	　


この書面は、点字訳されています。ご希望の方は、下の連絡先にお問い合わせください。

	みなまた九条の会連絡先

　　　水俣市汐見町２－１－７１

Tel ６３－７５０５（庄野　道隆）




日本を「戦争をする国」にさせないために


憲法９条を守るアピールへの賛同書











